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船舶事故調査報告書 

 

                             令和６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１２月２３日 １８時５０分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港 愛知県名古屋市港区港町所在のガーデンふ頭南方沖 

 名古屋港海上交通センター金城信号所から真方位０３０°３.２７

海里付近 

 （概位 北緯３５°０４.９′ 東経１３６°５２.８′） 

事故の概要 旅客船スーパーコメットⅠは、東進中、錨泊中のプレジャーボート

Maple
メ イ プ ル

 Sky
スカイ

Ⅱに衝突した。 

スーパーコメットⅠは、右舷船尾部の窓ガラスに破損を生じ、ま

た、Maple SkyⅡは、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１２月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 旅客船 スーパーコメットⅠ、１０トン 

   ２５１－１４４１４愛知、東山ガーデン株式会社（Ａ社） 

   １３.１９ｍ（Lr）×３.５８ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関２基（船外機）、１３２.４kＷ（合計）、平成３年

４月 

Ｂ プレジャーボート Maple SkyⅡ、５トン未満 

   ２９０－４５２１４愛知、個人所有 

   ７.４７ｍ（Lr）×２.８８ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関（船内外機）、１６９.１７kＷ、平成７年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年１２月２１日 

    免許証交付日 令和４年１２月１５日 

           （令和９年１２月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ３９歳 

   二級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３０年８月９日 

    免許証交付日 令和４年６月１６日 

           （令和９年６月１５日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部の窓ガラスに破損（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の右舷船尾部の窓ガラス破損状況（Ａ社提供） 

 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１６時４５分 

 事故の経過 Ａ船は、名古屋市中川区運河町所在のささしまライブ乗船場（以下

「乗船場」という。）と同市港区港町所在のガーデンふ頭の間を運航

する水上バスで、令和５年１２月２３日１７時５４分ごろ乗船場着で

運航を終えた後、船長Ａが１人で乗り組み、交替船長１人を乗せ、法

定灯火を表示し、定係地の同区木場町に向けて、乗船場を出航した。

（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船（Ａ社ホームページから引用） 

 

Ａ船は、船長Ａが船首側の操縦席に座って手動操舵で操船し、乗船

場から中川運河を約５～６ノットの対地速力で南下してガーデンふ頭

付近に至り、同速力を半分程度に減速した。 

当時、ガーデンふ頭前面海域では、花火大会の開催に伴い、航泊禁

止区域（北緯３５°０５′１２.５″東経１３６°５２′５５.３″を

中心とする半径３１５ｍ円内）が指定され、同区域の円周上には、簡

易灯浮標１７基（黄光、４秒１閃光）が設置されており、同区域内の

台船から打ち上げられる花火により、断続的に大きな音が発生してい
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た。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

Ａ船は、ふだん、中川運河から定係地へ向かう際、ガーデンふ頭の

岸壁付近を東進していたが、本事故当日は、花火観覧の船舶が漂泊又

は錨泊している状況で、航泊禁止区域の沖側を東進していた。 

船長Ａは、左舷船首方に見える航泊禁止区域を示す簡易灯浮標に意

識を向けて航行を続けていたところ、右舷船首方約１５ｍに錨泊中の

Ｂ船に気付き、左舵一杯としたものの、１８時５０分ごろＡ船の右舷

船尾部がＢ船の船首部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人（以下「同乗者  

Ｂ１」、「同乗者Ｂ２」、「同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、花火観覧の目

的で、法定灯火を表示し、１６時３０分ごろ愛知県飛島村木場の定係

地を出航した。 

Ｂ船は、１７時３０分ごろガーデンふ頭南方沖に到着して船首を北

方に向け、白色全周灯を表示し、船首から錨を投下して錨索約１６ｍ

を伸出し錨泊した。 

船長Ｂは、周囲に錨泊及び漂泊している約２０隻の船舶を認め、船

体中央部の操舵室右舷側の操縦席に、同乗者Ｂ１は船首部左舷側に、

同乗者Ｂ２は船尾部右舷側にそれぞれ座り、同乗者Ｂ３は操舵室で立ち

天井のハッチを開けて顔を出し、右舷船首方向に打ち上がる花火を見

ガーデンふ頭 

愛知県 
名古屋市港区 

堀川 

中川運河 

Ａ船の定係地 

事故発生場所 
（令和５年１２月２３日 
１８時５０分ごろ発生） 

航泊禁止区域 Ａ船 

衝突の状況（推定） 

Ａ船 

Ｂ船（錨泊中） 

愛知県 

三河湾 伊勢湾 

金城信号所 

事故発生場所 
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ていた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船（船長Ｂ提供） 

 

船長Ｂは、左舷方約２００ｍにＡ船の舷灯を視認し、Ｂ船まで距離

があり、接近してくるとは思わず花火を見ていた。 

船長Ｂは、その後、更に接近してきたＡ船を左舷方約２０ｍに視認

したので、Ｂ船の室内灯や作業灯を点灯し、Ｂ船に設置されたホーン

を鳴らし続けたものの、Ｂ船にＡ船が衝突した。 

船長Ａは、Ａ船にＢ船をロープで繋
つな

ぎ、Ｂ船乗船者の負傷の有無や

船体の状況を確認して１１８番通報するとともに、Ａ社運航管理者に

状況を連絡し、到着した海上保安官の調査を受けた後、Ａ船は、自力

で航行し定係地に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが到着した海上保安官の調査を受けた後、自力で航

行し名古屋市港区の海上保安庁の巡視船基地に向かった。 

 その他の事項 花火大会の開演は１８時３０分で、終演は１９時１５分の予定であ

り、本事故当時、花火が打ち上げられていた。 

船長Ｂは、本事故当時のＢ船の錨泊状況から、機関を始動しＢ船を

移動させるまでに、２分程度の時間が掛かると本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、ガーデンふ頭南方沖において、東進中、船長Ａが、左舷船

首方に見える花火大会の開催に伴う航泊禁止区域の円周上に設置され

た簡易灯浮標に意識を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、直前でＢ船に気付いて左舵一杯としたものの間に合わ

ず、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、ガーデンふ頭南方沖において、船首を北方に向けて錨泊

中、船長Ｂが、左舷方に視認したＡ船の舷灯とは距離があり、Ｂ船に

接近してくるとは思わず、打ち上げられていた花火を見ていて、更に

接近してきたＡ船を視認して、Ｂ船の室内灯や作業灯を点灯し、ホー

ンを鳴らしたものの、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

本事故当時、航泊禁止区域内の台船から打ち上げられていた花火の

大きな音が断続的に発生していた状況下、Ｂ船が鳴らしたホーンの音

が周囲に聞こえなかった可能性があると考えられる。 
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原因 本事故は、夜間、ガーデンふ頭南方沖において、航泊禁止区域内の

台船から打ち上げられていた花火の大きな音が断続的に発生していた

状況下、Ａ船が東進中、Ｂ船が船首を北方に向けて錨泊中、船長Ａ

が、左舷船首方に見える同区域の円周上に設置された簡易灯浮標に意

識を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、直前でＢ

船に気付いて左舵一杯としたものの間に合わず、Ａ船がＢ船に衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、花火大会の観覧等のために錨泊又は漂泊する

船舶等が輻輳
ふくそう

する海域を航行する場合、見張りを適切に行うこ

と。 

 


